


 

 山都町議会議員の議員報酬等に関する条例の一部を改正する条例をここに公

布する。 

  令和  年  月  日 

 

                    山都町長 

 

山都町条例第  号 

山都町議会議員の議員報酬等に関する条例の一部を改正する条例 

第１条 山都町議会議員の議員報酬等に関する条例（平成２０年山都町条例第

２１号）の一部を次のように改正する。 

第５条第２項中「１００分の１２７．５」を「１００分の１３２．５」に

改める。 

第２条 山都町議会議員の議員報酬等に関する条例の一部を次のように改正す

る。 

第５条第２項中「１００分の１３２．５」を「１００分の１３０．０」に

改める。 

第３条 山都町議会議員の議員報酬等に関する条例の一部を次のように改正す

る。 

別表諸費の欄中ただし書を次のように改める。 

ただし、熊本県内又は宮崎県五ヶ瀬町への旅行には、支給しない。 

附 則 

１ この条例は、公布の日から施行する。ただし、第２条及び第３条の規定は、

令和５年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 第３条の規定による改正後の山都町議会議員の議員報酬等に関する条例の

規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発

した旅行については、なお従前の例による。 
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第１条 山都町議会議員の議員報酬等に関する条例(平成20年山都町条例第21号)新旧対照表 

現行 改正後（案） 

(期末手当) (期末手当) 

第5条 （略） 第5条 （略） 

2 期末手当の額は、議員報酬の月額及びその額に100分の10を乗じて得

た額の合計額に、100分の127.5を乗じて得た額とする。 

2 期末手当の額は、議員報酬の月額及びその額に100分の10を乗じて得

た額の合計額に、100分の132.5を乗じて得た額とする。 

3 （略） 3 （略） 
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第２条 山都町議会議員の議員報酬等に関する条例(平成20年山都町条例第21号)新旧対照表 

現行 改正後（案） 

(期末手当) (期末手当) 

第5条 （略） 第5条 （略） 

2 期末手当の額は、議員報酬の月額及びその額に100分の10を乗じて得

た額の合計額に、100分の132.5を乗じて得た額とする。 

2 期末手当の額は、議員報酬の月額及びその額に100分の10を乗じて得

た額の合計額に、100分の130.0を乗じて得た額とする。 

3 （略） 3 （略） 
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第３条 山都町議会議員の議員報酬等に関する条例 (平成20年山都町条例第21号)新旧対照表 

現行 改正後（案） 

別表 (第4条関係) 別表 (第4条関係) 

 
 

  

 


